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 市道路線認定位置図 議案第１号関係資料 

Ｉ－２５３７ 
市道 日影２８号線 
認定区間 
延長  46.5ｍ 
幅員  6.0ｍ 
ｍ 

日影 768-2 

日影 768-5 

市営住宅日影団地 



- 4 - 

 
市道路線廃止位置図 議案第２号関係資料 

ＩＮＡＤＡＮＩ ＳＥＥＳ 

伊那市産学官連携拠点施設 

西箕輪 7200-34 

西箕輪 7200-34 

市営住宅大萱団地 

Ⅰ－７３７０ 
市道 大萱団地６号線 
廃止区間 
延長  90.1ｍ 
幅員  2.8～3.2ｍ 
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伊那市林業振興施設条例新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 

旧 新 

 

 （名称及び位置） 

第２条 林業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

協業活動拠点施設 伊那市長谷非持1399番地１ 

長谷山村広場施設 伊那市長谷非持3516番地１ 

   

 

（名称及び位置） 

第２条 林業振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 協業活動拠点施設 

  位置 伊那市長谷非持1399番地１ 

 

 

 

（使用料） 

第11条 協業活動拠点施設の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の使用料について特に事由があると認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

 

 

 

（使用料の還付） 

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 

 

 （利用料金） 

第13条 長谷山村広場施設の使用者は、別表に定める利用料金を納付しなければなら

ない。 

２～４ 略 

 

 

 （利用料金） 

第11条 林業振興施設の使用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならな

い。 

２～４ 略 

 

 

 （利用料金の還付） 

第14条 略 

 

 

 （利用料金の還付） 

第12条 略 

 

 

議案第３号関係資料 
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旧 新 

 

 （原状回復の義務） 

第15条 略 

 

 

 （原状回復の義務） 

第13条 略 

 

 

 （損害賠償の義務） 

第16条 略 

 

 （損害賠償の義務） 

第14条 略 

 

  

（市長による管理） 

第15条 第３条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、林業振興

施設の管理を自ら行うことができる。 

２ 前項の規定により市長が林業振興施設の管理を行う場合における第５条から第８

条まで、第10条及び別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第５条 指定管理者は、必要が

あると認めるときは、

市長の承認を得て 

市長は、必要があると

認めるときは 

第６条から第８条まで及び

第10条 

指定管理者 市長 

別表 （第11条関係） （第16条関係） 

別表 利用料金 使用料 

   
 

  

（使用料） 

第16条 第11条の規定にかかわらず、市長が管理する林業振興施設の使用者は、別表

に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免

除することができる。 

 

  

（使用料の還付） 
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旧 新 

第17条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 

 （委任） 

第17条 略 

 

 

 （委任） 

第18条 略 

 

 

別表（第11条、第13条関係） 

 (1) 協業活動拠点施設使用料 

  （表 略） 

 (2) 長谷山村広場施設利用料金 

区分 利用料金 

宿泊棟 １泊につき 10,000円 

バーベキューハウス １時間につき 500円 

 

 

 

 

別表（第11条関係） 

  協業活動拠点施設利用料金 

  （表 略） 

 

 

 

 

 

 

 




